
※資料５のP.29に反映

２　市道の廃止

⑧　インフラの新設等をする
     場合の要否の判断制度

１　インフラの新設等をする場合の
　　検討会の設置

２　公園緑地等の道路等包括管理
　　事業の導入

３　公園緑地等における新たな管理
　　手法の導入

⑱　標識 ３　計画的な更新

⑳　道路反射鏡 ３　計画的な更新

㉓　大型構造物 ３　長寿命化修繕計画の策定

㉕　公園緑地等（遊具等） ３　遊具等の集約化及び合同化

㉖　公園緑地等
     （便益施設・その他施設）

３　便益施設等の集約化及び
　　合同化

㉗　法定外公共物 ３　市道の廃止

新⑫ー１の取組【公園緑地等の指定管理者制度等の導入及び拡充】の等の部分に『道路等包括管理事業』が
含まれると判断し、統合する。

新⑫ー１の取組【公園緑地等の指定管理者制度等の導入及び拡充】の等の部分に『新たな管理手法』が含ま
れると判断し、統合する。
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新⑱ー２の取組【定期的な調査と更新の実施】に統合する。

新⑳ー２の取組【パトロール・点検に基づく更新の実施】に統合する。

パトロール・点検と調査の結果を踏まえ、必要な補修工事等を行う対応とすることから、新㉓－２の取組【定期
的な調査と補修等の実施】に統合する。

新㉕ー２の取組【府中市公園施設長寿命化計画に基づく更新及び集約化・合同化】に統合する。

新㉖ー２の取組【便益施設等の計画的な更新及び集約化・合同化】に統合する。

市道の廃止だけでは、効果が図れず、市道の廃止は付替及び交換を行う前段階の工程と判断したため、新
㉗ー２の取組【法定外公共物の付替及び交換の推進】に統合する。

⑫　公園緑地等の管理における
　　 官民連携の推進

令和４年４月に狭あい道路の拡幅に関する条例が施行され、要否の判断を行うための会議体を設ける必要が
無くなったため、廃止とする。
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⑥　法定外公共物の活用
市道の廃止だけでは、効果が図れず、市道の廃止は売払いを行う前段階の工程と判断したため、新⑥ー１の
取組【法定外公共物の売払いの推進】に統合する。
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